
大崎上島町役場　税務課 税務係〒725-0231

6 この変更の届出を、５月の特別徴収税額決定通知に反映したい場合は、３月末日（必着）までにご提出ください。年度途中の変更は、提出時期によっては直近の特別徴収税額
変更通知に反映できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【提出先】 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1

１. 現年度　　　　２. 新年度　　　　３. 両年度

受取方法
（特別徴収義務者用）

受取方法
（納税義務者用）

事         項 変　更　前　（　旧　）　　　　※ 変更項目のみ記入してください。

ｅＬＴＡＸ利用者ＩＤ

変　更　後　（　新　）　　　　※ 変更項目のみ記入してください。
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5 受取方法について電子データを選択した場合、送信する電子データにはマイナンバーが含まれています。メールアドレスは必ずマイナンバーを取り扱う部署のメールアドレスに
してください。

3 「電子データ」を選択した場合は、特別徴収税額通知データのみ送信し、書面による通知書は送付しません。

4 「書面」を選択した場合は、書面による通知書のみ送付し、電子データは送信しません。

届出者が個人である場合にはその住所及び氏名を、法人である場合には本店又は主たる事務所の所在地、名称、代表者氏名及び法人番号をそれぞれ記入してください。

【注意事項】

通知先ｅ-ｍａｉｌ

1 ｅＬＴＡＸで給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の「受取方法」や「メールアドレス」の変更を希望する場合に使用する申出書です。


